
件名：電子複写機による複写サービスの供給に関する契約

整理番号

1

2

仕様書（その1）　機種区分：D-1
FAX機能において「短縮ダイヤル数2,000
件以上」と記載がございますが「FAX宛先
登録数が2,000件」という認識でよろしいで
しょうか。

仕様書に記載のとおりです。

複写サービス仕様書（その2）
〇保守等について
「1　機器の整備･保守について」において
2時間以内に修理着手と記載がございま
すが、混雑状況等により2時間を超過して
しまう恐れがございますが、予めご了承い
ただけますでしょうか。(原則2時間以内の
対応は可能です。)

仕様書に記載のとおりです。なお、交通事情等
により修理の着手が遅れる場合は、予め修理を
必要とする機器を設置している公所の担当者に
直接ご連絡をお願いします。

一般競争入札仕様書等に関する回答一覧
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